


人事並びにキャリアパスの基本的考え

◎当法人（まごのてグループ各社を指す。以下同様）の「企業文化」「価値基準」に馴染めない者及び馴染もうとしない者は、成績が優秀でも社員になれません。

◎当法人の人事制度では、すべてにおいて社員各人の選択の自由があり、その都度選択することができます。従って、自らの選択には責任と納得をもって業務をおこなって下さい。（正社員になる、資格を取得する、管理者になる、など）

◎業務に必要な資格取得は、特別に必要がある場合を除き、当法人は強制はしません。社員各人による判断と選択により自己責任にてお願いします。本人の意思による選択をして待遇等に不利益が生じても、自己責任であると理解してください。なお、業務に必要な資格取得について、法人としての支援は行います。

◎すべてのポジションの人事考課において、昇格および場合により降格があります。
①役員も含め公平・公正な人事考課の履行をします。
②各人の能力により評価を行うことを基本とします。（法人の収支によるものではない）
介護知識・技術も当然大切ですが、能力の一部としてとらえます。
当法人としては、各人の人柄・姿勢・行動を重点的に評価します。
③評価は他人が行うことが大前提とします。（自己評価（賞与時）は行いますが、参考程度とします。上司等の評価とフィードバックにより各人の成長ができるようにします。）
④最終的な評価は、各社代表が決定します。

◎当法人のキャリアパスは、基本的に能力が高くなるにつれ、報酬と労働環境が良くなります。

◎社員とは、当法人で雇用される者すべてを言います。また、社員とは、登録社員、準社員、見習社員（注３）、正社員（実働社員・上級社員）を言います。

◎ヘルパーＢは、実働社員（注１）からスタートします。

◎ヘルパーＡ以上のポジションは人事考課及び法人の承認により、上級社員（注２）になることができます。

◎人事考課は、３月に行います。ただし、ヘルパーＢにおいては、人材育成の観点から適宜考課します。

◎当法人の社員は、利用者の有無にかかわらず、職場内でのネガティブ的な発言は慎んでください。

◎何らかの事情で就業すべき時間数が達成されない場合は、実働・上級社員に関わらず、その時間分について賞与査定により減額の対象となります。

◎当グループの社員は介護サービスを提供するプロフェッショナルとしての自覚を持ち、利用者に対して好き嫌いの感情を持つことなくサービスを提供すること。

◎ヘルパーランクの考課内容については、国の制度変更や状況を鑑み毎年見直しを行っております。
現在のヘルパーランクか下のランクに追加・変更された項目がクリアできていなかった場合、ヘルパーランクが下がることはありませんが、その項目をクリアしなければ上がれません。


【注１】実働社員
(条件)
・ヘルパーＤ以上であり、本人の意思があること

(勤務や条件)
・利用者宅での訪問介護サービスの提供に対して、実際に業務を行った時間を勤務時間とすることを基本とします。（移動時間に関しては移動手当が支給されます）
・社会保険・雇用保険には加入します。
・基本給は別表にて決定します。
・賞与は正社員扱いとします。
・勤務においては様々な事情により、不安定な場合があるので社員において給与の受け取り方法が２種類あり選択できます。（上級社員も共通）
　　
☆給与保証型→体調不良、利用者の都合により週４０時間が働けなくても年間を通じ給与は保障します。ただしマイナスの場合は賞与が減額されます。
☆労働安定型→休んだ場合や利用者の都合で働けない場合、その分給与から差し引きます。

　※給与保障型・労働安定型に関しては、社員昇格時や上級社員昇格時に管理者と相談して決めてください。

【注２】上級社員
(条件)
・管理者の推薦と本人の意思があること
・これまでの稼働率（始業から終業までの拘束時間の中の実支援時間の割合）が約８０％以上であること
・どんな利用者も対応ができるスキル・心構えを有していること
・緊急対応に協力できること、もしくは協力したことがあること
・稼働率維持の関係から、バイクを移動に使用していること

(勤務や条件)
・始業から終業までの拘束時間を基本の労働時間としますが、
　休憩やシフト内容により別途に拘束時間を計算します。
・利用者のキャンセルの場合に他支援に入るや緊急対応にも対応する。
・月給制で評価による賞与等があり、年収の保障はあります。
・実働社員から上級社員への転換・人事考課は適宜行います。

【注３】見習社員（半年間の有期契約で法人がある程度の技能等があると認めた場合）
　・給与・手当はＢヘルパーの１割減、月給は保証されるが週４０時間働けるようになるまでマイナスの時間分は賞与から引かれます。また、半年後にヘルパーＢ要件をクリアできなければ、３２時間・２８時間・登録社員のいずれかとなります。
・見習社員からヘルパーＢへの転換・人事考課は適宜行います。

※当然有給の使用はＯＫです。
　※残業した場合、その月ごとに清算します。
　※社会保険加入について、登録社員は安定した（おおむね２か月以上）週３０時間以上勤務の場合に加入　　　　できますが、ヘルパーＤは正社員のため、当初より加入することができます。


「まごのてグループ」の社員に求められる１４の能力
次の１４項目を「まごのてグループ」社員に求める行動能力として定めます。
全員が１４項目の能力を成長と共に備わるように目指す。
従って、ポジションにより、必要とする能力は異なる。

	概念的思考能力
	課題設定力
	目標に向かってなすべきことを見出し、適切なテーマとして打ち出す能力

	
	計画力
	目的・目標に沿って段取りを整え、スケジュール化する能力

	
	判断力
	客観的な視点から問題や課題に対処するために必要な対策を講じる能力

	
	情報感度
	情報を敏感に感じ取り、正確・迅速に把握する能力

	対人関係能力
	集団促進力
	メンバーに働きかけ、思う方向に動かす能力

	
	チームワーク
	目標を共有、役割分担し、コミュニケーションを活性化させ、
チームを動かす能力

	
	指導力
	望ましい方向に向けてメンバーを育てる能力

	
	柔軟性
	自己の行動を適宜修正しながら、目標達成に努める能力

	
	感受性
	他者の気持ちや欲求を的確に感じ取り、適切な反応行動で信頼を築く能力

	基盤能力
	積極性
	物事に対して素早く行動を起こしていく能力

	
	ストレス耐性
	困難や圧迫にもめげることなく平静さを保つ能力

	
	自立性
	健全な自己の価値観に基づいて行動する能力

	
	コントロール
	ルールにのっとって、自己と他者を制御する能力

	
	責任感
	使命感を持ち、当事者として主体的に物事に関わる能力








１４の能力評価（行動評価）の目安

評価は次の５段階を基準として行います。
	ランク
	各評価項目（行動）に対して求められる水準（ニュアンス）

	５点
	具体的行動に必要な基準を上回っている。（すばらしい！）

	４点
	具体的行動を実行して、実績を上げている。（合格点）

	３点
	具体的行動を実行している。または、実行しようとする意欲がある。（あと少し）

	２点
	具体的行動を実行していない。または、実行しようとする意欲がない。（努力を要する）

	１点
	具体的行動を実行しない。意欲が全く見られず、向上・改善の余地がない。（全くだめ）



具体的行動の評価の例
	能力要件
	具体的行動

	積極性
	・挨拶について、来客者及び新人職員に対しても自分から率先して行える。

	評価５点
	具体的行動に必要な基準を上回っている。（すばらしい！）
⇒誰に対しても自ら率先して、明るく大きな声であいさつしていて、心地よい。

	評価４点
	具体的行動を実行して、実績を上げている。（合格点）
⇒いつも率先して、自ら明るく大きな声であいさつしている。

	評価３点
	具体的行動を実行している。または、実行しようとする意欲がある。（あと少し）
⇒一応自らあいさつをしているが、たまにしていない。

	評価２点
	具体的行動を実行していない。または、実行しようとする意欲がない。
（努力を要する）
⇒率先して、自らあいさつをしていない。指摘されると、あいさつはする。

	評価１点
	具体的行動を実行しない。意欲が全く見られず、向上・改善の余地がない。
⇒まったくあいさつする気が見られない。指導しても改善する見込みがない。



考課方法
　・知識・資格、実績においては各ランク必須とする。
　・その他能力要件については、上記表より点数化（１から５）し、オール５を満点（１００点）とし、評価１がなければ８０点以上でそのランクをクリアしたとみなす。
例）ヘルパーＢ
　　　　　能力要件の満点（２０項目１００点）、８０点以上で合格。（実際の考課表には上司評価欄があるので点数を記入する）
　※知識・資格、実績、勤務条件をクリア＋能力要件８０点以上（評価１がない場合）で、そのランクを合格したものとする。

	ヘルパーＢ(能力要件100点、80点以上合格)

	定義
	初級ヘルパー：社員として、組織・介護を理解し支援業務に専念するポジション。
総合的に「福祉の業界における正社員」としての自覚と責任及び資質がある。
当法人の理念及びシステムを理解し肯定している。
ヘルパーとしての基本的な技術・知識を要し、具体的指示、または定められた手順に従って、初歩的・基本的補助作業及び単純定型作業を行うことができる。
また、自らが所有する機器を活用し、会社が業務で使用するＳＮＳツール（ライン等）を利用できること。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	勤務条件
	・早朝・深夜・夜勤業務のあるシフト勤務制で、実働週４０時間勤務を行う。
・事業所の指示する曜日・時間に週ごとに対応でき、支援が行える。

	実績
	・「週40時間」自らが対応できる利用者がいる。

	その他
	※方針に対して意見するのは、チーフの考課に入っています。※指摘や意見は、先輩にまかせましょう。



	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	チームワーク
	・報連相の重要性を理解し実践している。
	　

	柔軟性
	・他者の助言・指導を「素直」に受け入れ、「謙虚」な姿勢がある。
	　

	
	・現段階の自分に固執することなく、自らを変化させる能力がある。
	　

	感受性
	・福祉の仕事が好きである。
	　

	
	・元気で健康であり笑顔を心掛けた受け答えをしている。
	　

	
	・他職員や法人の良いところを観ることができる。
	　

	
	・業務中、その場の雰囲気・空気が読める。
	　

	
	・笑顔の重要性を理解している。
	　

	積極性
	・挨拶について、来客者及び新人職員に対しても自分から率先して行える。
	　

	
	・ヘルパーとしての資質を向上させようとする、向上心がある。
	　

	
	・職場・利用者宅において傾聴を意識し実践している。
	　

	
	・会議及び学習会の参加の重要性を理解している。
	　

	ストレス耐性
	・「我」を前面に出すことなく何でも受け入れている。
	　

	
	・法人及び事業所の方針に対して、不満なく従っている。
	　

	自立性
	・自らの行動が会社の「顔」であることを理解している。
	　

	
	・業務について同じ指摘を受けないように努めている。
	　

	コントロール
	・社会人としての常識があり、礼儀作法を知っている。
	　

	
	・出勤日には特殊な事情※を除いて必ず事務所に来ている。※「特殊な事情」とは、ロングな重訪及び夜勤その他事業者が認める勤務に就いているとき。
	　

	
	・ヘルパーとしての道徳（特に虐待についての理解）や交通ルールを守っている。
	　

	
	・利用者をお客様と認識し、敬意を持って支援している。
	　

	
	・利用者や職員の個人情報やプライバシーを適切に取り扱える。
	

	　
	合計
	　










近年の「働き方の多様化」に対応するためのポジション
ヘルパーＤ（28時間ヘルパー）
[bookmark: _Hlk493517011]「ヘルパーＢ」と同じ定義および能力要件である
給与等の待遇面について。事前に管理者と相談の上選択すること。
	勤務条件
	・本人の希望により週実働28時間、曜日や時間を指定して勤務できる。
・ヘルパーＤを選択後、何らかの理由（利用者の入院等）で28時間が希望の時間帯や曜日で就業できない場合は、管理者の指示に従い就業する場合がある。
・出勤予定日には特殊な事情を除いて必ず事務所に来ている。

	実績
	実働週28時間、自らが対応できる利用者がいる。

	その他
	・準社員（新人）はヘルパーＤを選択することが出来る。
・サービス提供責任者も可能。
・給与・賞与等の待遇は、社員と比較して差があるため、本人希望で実務が伴っていれば、Ｂヘルパーへの昇格が可能、人事考課は適宜行う。
・給与は、交通費・通信費・家族手当以外はすべてヘルパーＢ1等級の5分の3。
※社員として福利厚生は受けられるが、管理者とよく相談してください。
（相談の結果、登録ヘルパーの選択も可能）
・賞与は、準社員扱いとする。
・残業としての割増賃金は、週40時間を基本とする時間を月単位で超えた場合のみ対象として支払うものとする。
・昇格は無いが、毎年1,000円ずつ昇給する。



ヘルパーC（32時間社員）
「ヘルパーＢ」と同じ定義および能力要件である
就業時間がおおむね32時間の場合、本人希望にて選択することできる。
実働社員としてのポジションだが、給与等の待遇面について、事前に管理者と相談の上選択すること。
	勤務条件
	・本人の希望により通常より就業時間が短く就業することが出来る。
・ある程度、管理者の指示のもと就業する（早朝・深夜・夜勤等）
・出勤予定日には特殊な事情を除いて必ず事務所に来ている。

	実績
	・実働週32時間、自らが対応できる利用者がいる。

	その他
	・サービス提供責任者も可能である。
・本人希望で実務が伴っていれば、人事考課によりヘルパーB（40時間）へ昇格が
できる。昇格時期は、４月。
・給与は、交通費・通信費・家族手当以外はすべてヘルパーＢ1等級の5分の4。
※ヘルパーA以上からの希望による場合でも給与は、ヘルパーB給与を基本とする。
ただし、法人が特別に認める場合はこの限りではない
・賞与は、準社員扱いとする。
・残業としての割増賃金は、週40時間を基本とする時間を月単位で超えた場合のみ対象として支払うものとする。
・マスターBまでは、32時間社員のまま昇格が可能。その場合の給与は、交通費・
通信費・家族手当以外はすべて同ランク40時間社員の5分の4。



	ヘルパーＡ(能力要件115点、92点以上合格)

	定義
	中堅的なヘルパー。社員となってから、最初に目指すポジション。
基本的な介護の知識・技術を有する。通常の訪問及び事務所内の作業において、大まかな指示または定められた基準に従って、自己の裁量で一般的業務を遂行できる。

	
	

	
	

	

	資格・知識
	・初任者研修以外の福祉に関する資格及び修了証（民間資格可　例：たん吸引３号研修）
・介護制度をヘルパーレベルで理解している。（計画以外の場合の算定ができ、ある程度利用者からの質問にも答えている（実績がある）
・ヘルパーが扱う書類について、基本的なことを理解している。
・常に申し送り事項、会議内容（学習会・まごのて会議・その他の書類の押印等）を把握している。
・介護記録等が正確にわかりやすく記入でき、「誰が読んでも問題ない」文章が書ける。

	実績
	何曜日が公休でも、週４０時間支援できる利用者がいる。

	その他
	※本人が希望し、法人が認めた場合（介護福祉士もしくは実務経験５年以上の実務者研修了者）には、サ責の業務がおこなえる。（１件あたり400円）
※ヘルパーＡ以下の職員がサ責の業務をおこなう場合は、ランク表の件数に応じて支給。

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	チームワーク
	・事業所との連絡及びやり取りが「常に」スムーズである。
	　

	
	・利用者の情報（特にプラン変更を要する情報）を記録だけでなく、的確にサ責に報告　している。
	　

	
	・協調性を意識し、チームワークが大切であることを理解し、実践している。
	　

	
	・他ヘルパーのミスを気持ちよくフォローしている。
	　

	指導力
	・同行研修にて正確に研修職員に対して業務を伝えている。
	　

	柔軟性
	・支援時間を利用者のニーズ(希望)に合わせ有効活用している（早く帰ることが無い）。
	　

	
	・疾患、疾病、性格など利用者によって介護の仕方が異なることを理解している。
	　

	感受性
	・笑顔が素敵と周囲から言われている。
	　

	
	・利用者ごとの距離感とは何かを理解し意識している。
	　

	
	・傾聴の技術を有する。
	　

	
	・業務中、その場の雰囲気・空気が読める。
	　

	積極性
	・事業所の行事に積極的に参加している。
	　

	
	・事務所を楽しい場所と捉え、積極的に同僚とコミュニケーションを図っている。
	　

	
	・明るく元気よく、相手を気遣った挨拶ができる。
	　

	ストレス耐性
	・人によって態度が変わらず、どの利用者・職員とも同じように接している。
	　

	
	・不安・不満を相談できる術を知っており、実践している。
	　

	
	・自分より優秀な後輩や他者を認め、ねたんだりすることなく尊重している。
	　

	
	・愚痴を慎んでいる。
	　

	自立性
	・法人の企業理念・価値基準を理解し、業務・事務所等にて実践している。
	　

	
	・提出書類、会議の欠席の連絡等、指摘されなくても決められた事が行えている、または期日内に行えている。
	　

	
	・訪問介護という仕事を楽しみながら自ら取り組んでいる。（いつもハッピーである）
	　

	コントロール
	・遅刻・欠勤・早退がほぼなく、体調管理・自己管理がおこなえている。
	　

	
	・同じ指摘を何度も受けることがない。
	　

	合計
	　



	マスターＢ(能力要件90点、72点以上合格)

	定義
	訪問介護員として一流のヘルパー：介護に対する知識・技術を有し、責任感がある。人柄・姿勢においても当法人が求めるレベルに達している人材
訪問介護に情熱と誇りとやりがいを持って取り組んでおり、概略的指示、もしくは基本的方針において、自己の裁量の範囲内で、複雑な業務もしくは突発的な業務の対応を行うことが出来る。

	
	

	
	

	
	

	

	資格・知識
	・特定行為（喀痰吸引等）３号研修を修了している。
・機動力がある。（５１ｃｃ以上のバイクを使用している※新基準原付車両を除く）
・医学的な基礎知識及び技量（吸引・人口呼吸器の把握等）を有する。
・介護の知識・技術を有しており、次のスペシャリストの項目が２つ以上ある。
（肢体不自由・精神・知的・視覚聴覚障害・児童・自閉症・移動支援・家事・こだわり・その他）
・どのような利用者に対しても、ある程度の満足度が与えられており、考課対象期間中において利　用者から断られたことがない。
・行動援護のサービス提供が行える。
・介護福祉士実務者研修の受講・修了

	実績
	・利用者にとって頼れる、好きな存在として強い信頼関係のある利用者がいる。
（例：愚痴が言える・プライベートや介護の相談ができる・または利用者から指名される）
・利用者との月の契約時間を増やした実績がある。

	その他
	※介護福祉士もしくは実務経験５年以上の実務者研修了者である希望者は、サービス提供責任者を兼務することができる。１件あたり400円）

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	指導力
	・新人教育が行える。（介護の知識・技術・姿勢が正確に伝えられる）
	

	柔軟性
	・サ責からの情報提供依頼に的確に対応できる。
	　

	
	・どの利用者に対しても公平に対応でき、好き嫌いがない。※医者は犯罪者でも治療し　ます。支援を必要とされてる方に対応するのがプロです。
	　

	
	・くだらない事でも、心から楽しく付き合おうと努力している。
	　

	感受性
	・どの利用者でも尊重し、学ぶ姿勢がある。
	　

	
	・利用者の心の声に耳が傾けられ、ニーズを把握し支援している。
	　

	
	・利用者との距離感がうまく測れ、相手を「心地よく」できる。
	　

	積極性
	・困難ケースでも進んで支援に入ることができる。
	　

	
	・急な支援の要望にも、緊急対応で進んで支援に入っている。
	　

	
	・「笑い」の重要性を理解し、職場内で「笑わす」ことを心掛け、楽しい職場環境を構　築しようと努力している。
	　

	
	・利用者・法人に貢献しようとする熱意がある。
	　

	
	・事務所内の整理整頓を常に心がけ、自らが率先して動いている。
	　

	ストレス耐性
	・支援時の突発的な変化に余裕をもって臨機応変に対応している。
	　

	
	・何事にも諦めない精神力がある。
	　

	コントロール
	・利用者の契約支給量を把握し、支援に入っている。
	　

	
	・自らの意見を適切に伝えることができる。
	　

	
	・少々の問題で支援を飛ばすことがないガッツ（根性）がある！
	　

	
	・「失敗」や「うまくいかないこと」に対して原因を周りの人間及び状況のせいにする　ことなく、自らに振り替えることができる。
	　

	　
	合計
	　



	[bookmark: RANGE!A1:C30]マスターＡ(能力要件85点、68点以上合格)

	定義
	サービス提供責任者として最初のポジション。
ヘルパーとしても一流であり、他のヘルパー・利用者・家族から頼られる存在。
非定型的業務、トラブルにも対応できる。現場のことはすべて把握できている。
リーダー的存在としても最初のポジションであり、専門範囲の中で適切な指示を出し。基本的な教育指導ができる。「与えられる側」から「与える側」（※）になる意識がある者。

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	資格・知識
	・サービス提供責任者である。
・介護福祉士資格
・介護段位制度におけるアセッサーもしくは介護支援専門員
・上記以外、初任者研修以外の福祉に関する資格及び修了証（民間資格可）を２つ以上取得してい
　る。
・制度・法令をサ責レベルで必要な知識を把握している。

	実績
	・サ責として担当利用者１２名以上のケースを持っている。
※サ責手当15,000円＋1件につき1,000円、計27,000円～
　担当利用者が減った場合は速やかに１２件以上を担当するように。
・担当サ責として、管理者が認めた困難ケース（手間のかかるケースを含む）を３名以上担当して　いる。

	その他
	※「与えられる側」から「与える側」とは？
　例）挨拶を元気にする　→　周囲へ力を与える
　　　挨拶を受ける　→　人から力をもらっている。等

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	情報感度
	・担当利用者の詳細な情報も把握している。
	　

	
	・ヘルパーから利用者の必要な情報を頻繁に得ている。
	　

	集団促進力
	・自らがリーダー的存在であることを理解し、リーダーシップとは、サービスであるこ　とを理解している。
	　

	
	・他ヘルパーへの「声掛け」を意識し実践している。
	　

	
	・笑いの重要性を理解し、職場内で適度な「ボケ」「ツッコミ」が行える。
	　

	
	・自らのストレス管理の術を知っており、実行しており、周囲にもアドバイスしている。
	　

	指導力
	・実技を後輩に現場以外で、教えている。
	　

	
	・他ヘルパーの不安・不満を把握しようと努力している。
	　

	感受性
	・礼儀正しく、相手を尊重した電話の受け答えをしている。
	　

	積極性
	・事務所の留守番が難なく行え、サ責が対応できる範囲をその場でこなしている。
	　

	
	・訪問の合間等の短時間でも効率的に事務作業を行っている。
	　

	ストレス耐性
	・失敗を改めようとしない事が真の過ちであると理解している。
	　

	
	・自らの過ちに対して素直に認めることができ、躊躇なく部下に対しても謝罪している。
	　

	
	・理不尽な要求等に対しても「それも含めて障害者である」と理解でき、適切に対応で　きる。
	　

	自立性
	・サ責としての自覚があり、最低限必要な業務（プラン作成・連絡調整等）が責任を持　って行っている。
	　

	コントロール
	・他職員の動向に左右されず、自らの業務をまっとうしている。
	　

	
	・利用者・家族はもちろんのこと、法人内でも相手を主人公に話をしている。
	　

	　
	合計
	　



	ヘルパーＳ(能力要件60点、48点以上合格)

	定義
	訪問介護のスペシャリストかつヘルパー：人に尽くすことや捧げる精神が必要な社員として介護現場の最高ポジション。　　　　　　　　　　
専門分野において、複雑で高い経験と知識を必要とする業務を創意工夫しながら実行し、完遂することが出来る。部下・後輩に適切な指示を出すことが出来る。
他ヘルパーのお手本として、サ責・職員・利用者・家族からの信頼も厚い存在。
※サ責を兼務した場合、このポジションから特定処遇改善加算のＡ人材。

	
	

	
	

	
	

	　　

	資格・知識
	・マスターＡの資格要件プラス福祉に関する（民間資格可）を１つ取得している。
・訪問介護のヘルパーレベルの制度を熟知している
・介護の知識・技術を有しており、不得意な項目がない。
・介護福祉士資格

	実績
	・常時、勤務時間のマイナス（不足）がない。
・利用者にとって頼れる、好きな存在として強い信頼関係のある利用者がいる。（例：愚痴が言える・プライベートや介護の相談ができる・または利用者から指名される）
・法人内で、訪問・サ責業務以外の役割を持っている。（例：福利厚生委員　等）
・実際の訪問において次のスペシャリストの項目が４つ以上ある。
（肢体不自由・精神・視覚聴覚障害・児童・自閉症・移動支援・家事・こだわり・その他）

	その他
	※介護現場の最高ポジションでありマスターＡ（サ責業務等）をクリアする必要がなく、マスター　Ｂからの昇格もありうる。
※サービス提供責任者である必要はないが、サ責を兼務した場合はマスターＡまたはマスターＢ、　ヘルパーＡの該当するサ責手当を支給する。

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	判断力
	・緊急の場合において利用者の介護情報のみで、同行なしの支援を行っている。行うことができる。
	　

	集団促進力
	・利用者・同僚に感動をあたえようと努力している。
	　

	
	・訪問介護の素晴らしさ・やりがい・楽しさを他ヘルパーに伝えることができ、実践し　ている。
	　

	チームワーク
	・同僚や部下に対して公平に接している。
	　

	指導力
	・他ヘルパーへの指導・教育が、自らの勉強の場であることを理解している。
	　

	
	・同行研修及び教育をする際に、後輩ヘルパーの負担を考慮しつつ、楽しく正確に教え　ている。
	　

	
	・同行研修時に「利用者」の素晴らしさや学ぶところを伝えている。
	　

	
	・同行研修時にマニュアルに載っていないこと、「心」（利用者を観る目、理解する心）　を伝えている。
	　

	感受性
	・すべての利用者・家族および同僚を愛しようと努力している。
	　

	
	・すべての利用者に対して満足度が与えられる。
	　

	自立性
	・介護とはサービスであると理解し、常に「究極のサービス」を模索し実践している。
	　

	コントロール
	・現場レベルでの苦情が自ら処理している。
	　

	　
	合計
	　





	チーフＡ(能力要件90点、72点以上合格)

	定義
	一流のサービス提供責任者。
専門分野において、複雑で高い経験と知識を必要とする業務を創意工夫しながら実行し、高いレベルで完遂することが出来る。専門分野において他者にわかりやすく説明することが出来る。部下・後輩に適切な指示を出すことが出来る。
サービス提供責任者としての業務に精通しており、利用者の「生活の質」向上に関係者と連携がスムーズに取れ貢献できる。
中間管理職的存在として、法人の方針に基づいて利用者・家族・ヘルパー・経営者の各視点に立って物事が考察できる。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	　
	　
	

	資格・知識
	・制度・法令をサ責レベルで把握している。

	実績
	ヘルパーＳを経由する
◎サ責として担当利用者２０名以上のケースを持っている。
　※マスターＡのサ責手当に準ずる。
・利用者面接及び契約を正確に行っている。（利用者の質問に正確に返答でき、負担額等の説明も　正確に行える）
・管理者が認めた困難ケース（手間のかかるケースを含む）を５名以上担当している。
・利用者・ＣＷ・ＣＭと連携して支給量（障害支援）を増やしている。
・法人に対し、社員候補者を紹介した実績がある。

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	課題設定力
	・業務の効率化を常に考え、成果をあげたことがある。
	　

	
	・相手（利用者・家族・ヘルパー）に感動を与えるような「すごい対応」を意識し実践　している。
	　

	
	・「うまくいかない事」に対して自らを振り返ることができ、反省点を見いだしている。
	　

	計画力
	・プレゼン能力を発揮し、上司を納得させ業務プロセスの改革を行ったことがある。
	　

	
	・ＣＭ・ＣＷ・相談員・家族等との連携が密接に行え、プラン変更等をスピーディーに　行っている。
	　

	判断力
	・事務所携帯電話を持ち、緊急時等に的確に対応している。
	　

	
	・現場での急変等に対して、的確にヘルパーに指示している。
	　

	
	・現場レベルで処理できない苦情が解決できる、解決した実績がある。
	　

	情報感度
	・すべての利用者をある程度把握している。
	　

	集団促進力
	・気分にむらがなく、誰に対してもいつでも平等で、同じ対応をしている。
	　

	チームワーク
	・職場内で誰とでも公平に接している(職場内で特定のグループを形成していない)
	　

	指導力
	・「教える」とは何かを理解し、「教える」ことに長けている。
	　

	
	・ヘルパーに対して的確に注意ができ、かつ褒めることを行っている。
	　

	
	・研修・会議等の場でわかりやすく話すことに長けている。
	　

	責任感
	・実際にクレームに対して謝りに行った実績がある。
	　

	
	・自らの能力におごることなく、「見直し」を行っている。
	　

	
	・新しいことに常にチャレンジでき、自らの役割を増やしている。
	　

	
	・部下のミスを何事もなかったかのように黙ってフォローしている。
	　

	　
	合計
	　






	


チーフＳ(能力要件85点、68点以上合格)

	定義
	サービス提供責任者としてのスペシャリスト。
管理者を様々な面でサポートするポジション。
管理者からの信頼が厚く、他サ責・ヘルパーからの人望があり、すべての業務において一定にこなせる。

	
	

	
	

	　　

	資格・知識
	・役職にあること（主任・副主任・サ責長等）
・請求業務について基本的事項も含めて実施している。

	実績
	・管理者をサポートし、前年度比（去年１月と今年１月）１０％以上の売上げに貢献した。
・特別な利用者の同行を成功に導いている。
・サ責として担当利用者２５名以上のケースを持っている。
・介護保険の上乗せを、ＣＭ・ＣＷ・相談員・家族・本人と連携して行っている。

	その他
	・チーフＡを経由しないと昇格できない。
※マスターＡのサ責手当に準ずる。

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	課題設定力
	・事業所及び法人の時として誤った判断に対して、意見ができ、同時に建設的な別の案　を提示している。
	　

	計画力
	・「仕事」とは追われるものでなく「追うもの」であることを理解している。
	　

	
	・シフトのフォーマットが使用でき、勤務変更にも対応している。
	　

	判断力
	・法令・制度を熟知し、調べる術を知っており、遵守している。
	　

	情報感度
	・業務体制及びヘルパーの稼働状況を把握し、適切に新規依頼を受けている。
	　

	集団促進力
	・部下の顔色を見て、部下を主役に接している。
	　

	
	・「理念」「価値基準」等の企業文化の浸透に尽力している。
	　

	
	・笑いの重要性を理解し、ナイスな「ボケ」「ツッコミ」が行える。
	　

	
	・部下と食事に行くことが、月に一回以上ある。（特定の部下等に偏っていない）
	　

	
	・企業理念・価値基準を理解し実践したうえで成功事例を持っている。
	　

	チームワーク
	・上司の足りない能力を補完できる。
	　

	指導力
	・部下の長所・短所を把握し、能力を伸ばしている。
	　

	
	・それぞれの個性を尊重し、能力を活かしている。
	　

	
	・自らの素晴らしい能力及び知識を惜しみなく部下に伝えている。
	　

	ストレス耐性
	・部下のミスが許せ、ミスに対してフォローしている。
	　

	
	・部下の不安・不満等を把握し、解消している。
	　

	責任感
	・「謝る」ことがうまく、長けている。
	　

	　
	合計
	　












	[bookmark: RANGE!A1:C32]マネージャ―Ｂ(能力要件100点、80点以上合格)

	定義
	管理者としての最初のポジション。訪問介護全般にわたり、組織を統括し、部門方針を責任をもって実行する。部門業務および人員について把握し、うまく動かすことに長けている。実際の事業所運営を安定的に行う責任者でありスペシャリスト。
業務重視でプライベートが削られていく最初のポジション。覚悟と責任感がさらに必要

	
	

	
	

	
	

	

	資格・知識
	・実際に事業所の管理者である。
・定期の訪問介護に携わっていない。
・請求業務について熟知しており、業務が正確に行えている。

	実績
	・チーフSを育てた実績がある。
・結果として事業所を安定的に運営できている。
・請求業務での返戻があまりなく、おおむね２件以内である。
・返戻に対して翌月正確な再請求ができている。
　※同じ利用者の返戻が連続しない。
・管理者就任時から売上げ３０％増かつ、月売上げ700万以上。（考課月の前３か月の平均。）

	その他
	・チーフSを経由する。
※サ責業務をおこなってよいが、サ責手当なし。

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	課題設定力
	・「労力」「コスト」「パフォーマンス」のバランス感覚があり、業務を作成している。
	　

	
	・利用者や職員に対して、企業理念・価値基準に沿った問題解決が行えている。
	　

	計画力
	・特別な場合を除き、事務所が空にならない体制をとっている。
	　

	
	・法令順守を常に意識し実践している。
	　

	
	・介護事業が２４時間３６５日営業の考えに立ち、生身のお客様を相手に営業している。
	　

	情報感度
	・制度変更等に柔軟に対応している。
	　

	集団促進力
	・「愛し愛される」存在である。
	　

	
	・存在感があり、いるだけでその場の空気が明るくなる。
	　

	
	・部下からたくさんの意見が聞け、業務に生かしている。
	　

	
	・社員が「気分よく」働ける環境整備を常に整えている。
	　

	
	・部下に対して、礼節と感謝をもって接している。
	　

	
	・常に、中身（役職）と外見のバランスがとれ、調和できている。
	　

	指導力
	・不在時をまかせられる、能力があり信用できる部下がいる。
	　

	
	・採用面接が適切に行える。
	　

	
	・優秀ではない社員を教育することができ、離職させないようにしている。
	　

	
	・介護実習生を受け入れることができる。
	　

	
	・事務所に帰ってくるすべてのヘルパーに対して、自らの業務を止めて報告を聞いてお　り、労をねぎらい適切なアドバイスをしている。
	　

	
	・自らの能力を補う部下がいる。
	　

	責任感
	・監督行政庁とのやりとりを単独で行っている。
	　

	
	・サ責が処理できない苦情を処理している。（利用者から切られることがない）
	　

	[bookmark: _Hlk116728039]　
	合計
	　






	マネージャーＡ(能力要件40点、32点以上合格)

	定義
	一流の管理者。
組織全体を統括し、自らも部門方針の作成に携わることが出来る。常に全体のバランスが見渡せ、福祉だけでなく経営的視点も含んだ様々な視点で物事が考察でき、判断できる。創造力があり新たなニーズを発掘し開拓する能力があり、チャレンジ精神に満ち溢れている人材。事業所の実績も評価基準になるポジション

	
	

	
	

	
	

	　
	　
	　
	

	資格・知識
	・サービス提供責任者でない。
・すべての請求業務を熟知しており、業務を正確に行っている。
・管理者に必要な制度・法令（税務・労務も含む）の知識があり理解している。

	実績
	・特定事業所加算Ⅰを取得している。
・まごのてグループ黒帯事業所である。
・マネージャーＢ就任時から売上げ２０％増かつ、月売上げ1,100万以上。
　※考課月の前３か月の平均。※管理者でなくても可。
・実地指導を難なくクリアしている。
・第三者評価を受け、好評価が得られている。
・「利」に囚われるべきではないが、前年度実績の結果として事業所を黒字運営できている。
・前年度以上に管理事業所が「増収」であった。
・管理事業所職員の離職率を年間５％以内に抑えられた。
・地域社会に事業所として貢献した実績がある。

	その他
	※マネージャーＢを経由してなる。
・常に事業所実績が評価の基準になり、降格もありうる
　例）現状マネージャーＡであっても「結果」クリア出来ていない項目があれば、マネージャーＢ　４等級へ降格。

	

	能力要件
	具体的行動
	上司評価

	計画力
	・「時間」の作り方がうまく、重要な時に時間を作っている。
	　

	
	・対外的な関係専門職を適切に動かせ連携している。（社労士・税理士・行政書士・　銀行・職安・ソフト会社・広告等）※部下を通じての連携も可
	　

	情報感度
	・制度変更等の情報収集がうまく行え、戦略が立てている。
	　

	
	・福祉業界以外にも幅広い人脈があり、有効活用している。
	　

	指導力
	・マネージャーＢレベルの管理者候補を育てた実績がある。
	　

	
	・「人」の動かし方を知っており、実際にうまく動かしている。
	　

	
	・障害手帳をもった人材を採用したことがある。
	　

	柔軟性
	・なんでも受け入れ吸収できる「器」がある。
	　

	合計
	　







マネージャーＳ
	定義
	一流のリーダーでありマネージャー。
部門全体を統括管理し、専門業務知識と経営的視点から常に高度で適切な判断ができる。
部門の全ての部下・業務に責任を持ち、部門運営を行うことが出来る。
法人への貢献度が高く、社長（オーナー、株主）からの信頼も厚い。



	資格・知識
	・経験並びに知識において福祉業界に精通している。
・複数の事業所を統括している。

	実績
	・マネージャーＢを育てた実績がある。
・前年度実績として、統括している事業所を全体として黒字運営できた。
・結果として、統括事業所の中に月売上げ1,300万円をコンスタントに達成できている事業所がある。
・結果として、法人全体の黒字に貢献できた。
・統括事業所職員の離職率を年間５％以内に抑えられた。

	その他
	※マネージャーＡを経由してなる
・「結果（業績）」にクリア出来ていない項目があれば、マネージャーＡ４等級へ降格する。






